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平成 29年度 山口県医師会予防接種医研修会
予防接種をされるすべての先生方へ

―予防接種ガイドライン 2017 年度版を活用する―
と　き　平成 29年 12 月 3日（日）14 ：50 ～ 15：50

ところ　山口県医師会 6階会議室
[ 講演及び報告 : 下関市立市民病院小児科部長　河野　祥二 ]

１　予防接種ガイドラインを活用する
　予防接種ガイドライン第 1頁の最初に、「現場

の医療関係者が安心して接種を実施することがで

きるよう、・・・」と記述されている。このガイ

ドラインは、接種を受ける子どもや両親はもとよ

り、接種する側の医療関係者も安心して安全に業

務ができることも目的として作成されている。そ

の内容は、予防接種法関係法令及び定期接種実施

要項（各都道府県知事宛て厚生労働省健康局長通

知）に基づいた概説が主体であり、参考として任

意接種についても記載されている。

　予防接種法に基づく定期接種は市町村長が実施

するものであり、私たち医師は委託を受けて専門

職として接種業務を行っている。接種時の対象年

齢や接種間隔など法的に決められた規則がこのガ

イドラインには書かれており、接種医は当然知っ

ておかなくてはならない。何らかの問題が発生し

た時に、ガイドラインを遵守して実施した行為で

あれば、受けた側も接種側も法的に守られる。医

師は基本的に医学的な根拠を重視するが、医学的

に正しければ決められた規則から多少はずれても

よいというものではない。特に定期接種に関して

は、このガイドラインの枠組みの中に入っている

かという意識を常に持つことも必要である（図1）。
　今回の予防接種医研修会では、「予防接種ガイ

ドライン 2017 年度版を活用する」という副題を

付け、このガイドラインをおさらいしたつもりで

ある。本稿では「気を付けておきたい点」をまと

めている。

２　定期接種において気を付けておきたい点
　A類疾病：対象者は予防接種を受けるように努

　　　　　　めなければならない

　B型肝炎　6～ 7頁、52頁、87頁

　本文・図中の頁はガイドライン 2017 年度版の

頁で、関連事項が記載されている。B型肝炎ワク

チンは 2016 年 10 月 1日から定期接種になった。

対象は 1歳未満の乳児で、標準的には生後 2か月

で開始し、1回目から 27日（4週）以上空けて 2

回目、139日（20週）以上空けて3回目を接種する。

皮下接種で接種量は 0.25ml である。従来行われ

てきた母子感染防止事業は継続され、母親がHBs

抗原陽性の場合は生後 12時間以内にHBIG（免疫

グロブリン）を筋注し B型肝炎ワクチン 1回目を

接種、1か月後と 6か月後に 2、3 回目のワクチ

ンを追加接種する。この場合の児への接種は保険

診療扱いであり、定期接種ではない。一方、ガイ

ドライン 2017 年度版には記載されていないが、

児の父や祖父母が B型肝炎ウイルスキャリアの場

合、家庭内での水平感染を早期から防止する観点

から、母子感染防止事業と同じようなスケジュー

ルで、B 型肝炎ワクチンを 0、1、6 か月時に接

種することが推奨され、この場合は定期接種とし
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て扱われる（2016 年 9 月 15 日　厚生労働省健

康局健康課から各都道府県衛生主管部への事務連

絡）（図 2）。B型肝炎ワクチンに関する追加情報
を図 3にまとめたので参照されたい。

　インフルエンザ菌ｂ型（Hib）感染症　

　　8～ 9頁、53～ 55頁

　小児の肺炎球菌感染症　

　　8～ 9頁、55～ 56頁

　小児の細菌性髄膜炎はヒブワクチン、肺炎球菌

ワクチンの導入によって激減した。「b型以外の、

あるいは無莢膜型のインフルエンザ菌」、「ワクチ

ンに含まれない血清型の肺炎球菌」による感染症

の問題は残っているが、今後も継続されなければ

ならない予防接種である。現在では、生後 2か

月になったらこの 2つのワクチンを同時接種で

開始し、4週間隔で 2、3 回目も一緒に行い、1

歳になったら同時に追加接種をするというのが多

くの小児科医療機関で行われている。

　ヒブワクチンは定期の初回接種が生後 12月ま

でであるのに対し、肺炎球菌ワクチンは生後 24

月までという運用の違いがある。ヒブワクチン

では、初回接種の 2、3回目が 12 月を過ぎると

接種できないが、肺炎球菌ワクチンでは、2回目

が生後 12 月以内に接種していれば、3回目は生

後 12 月を過ぎても 24 月以内であれば接種可で

ある。また、肺炎球菌ワクチンは、初回接種の 2

回目が生後 12 月を過ぎても 24 月以内であれば

接種可、3回目が接種不可となる。いずれのワク

チンも初回接種が完遂できていなくても、追加接

種は可能である（図 4）。

　ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ

　　10～ 11頁、56～ 62頁

　ジフテリア、ポリオの発生は現在ではほとんど

なく、破傷風の症例も年間 100 例前後と少ない状

況である。これら 3疾患の特異免疫は四種混合ワ

クチン接種によって獲得されており、特にジフテ

リアと破傷風に対する血中抗毒素は、二種混合ワ

クチンの追加接種で約 10 年は防御レベル以上を

維持する。これからも継続すべき予防接種である

（図 5）。一方、百日咳に対する予防接種は 2歳頃
に終わり、追加接種がないために特異免疫が低下

し、学童期～若年成人での百日咳流行が以前から

問題となっている。2018 年 1 月から百日咳が全

数報告に変更となるのは、正確な発生数の把握が

目的と思われる。国は百日咳に対する予防接種対

策の変更を準備しているものと推測される（図 6）。
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　結核　12～ 13頁、62～ 65頁

　BCG は標準的には生後 5～ 8か月で接種する

ことになっている。通常の経過よりも早く、接種

後数日で針痕の発赤・腫脹、周囲の紅潮などが見

られた場合、すでに結核菌が児に感染しているこ

とが疑われ、このような接種後早期からの反応を

コッホ現象と呼ぶ。これが事実であれば、児の周

囲に結核菌を排菌している患者が存在する可能性

があるため、コッホ現象は報告しなければならな

い。ところが、針痕の発赤・腫脹がしばらくする

と自然に軽快し、その後通常の時期に BCG 接種

後の皮膚変化を認めるような、コッホ現象と紛ら

わしい例も少なくない（図 7）。コッホ現象が疑
われる場合の対応フローチャートを図 8に示し
てあるので、参考にしていただきたい。

　

　麻疹　風疹　12～ 13頁、66～ 68頁

　2015 年 3 月に日本はWHOから麻疹の排除状

態にあると認定されたが、これは麻疹の発生がゼ

ロということではない。海外から持ち込まれ発症

した麻疹が報告されると、各自治体の保健所、医

療機関、衛生研究所などが直ちに感染拡大を封じ

込める対策を講じており、この方々の適切な対応

で排除状態は維持されている。麻疹風疹（MR）

ワクチン接種率 95%以上をⅠ期Ⅱ期ともに維持し

ながら、私たちも「麻疹が1例発生したらすぐ対応」

する努力を継続していかなければならない（図 9）。
　次に、風疹は 2013 年に成人を中心に流行が発

生し、その後 45人の先天性風疹症候群の赤ちゃ

んが診断された。国は麻疹の場合と同様に風疹に

関する特定感染症予防指針を 2014 年 3 月に公

布し、2018 年 1月からは風疹を診断した場合に

医師は直ちに届出をする事が求められている。現

実には 30 ～ 50 歳の男性を中心に風疹の感受性

者が多数存在しており、この集団へのワクチン

接種は遅々として進んでおらず、成人での風疹流

図 6

図 5 図 7

図 8



平成 30年 3月 山口県医師会報 第 1891 号

227

行が再び起こってもおかしくない状況である（図
10）。

　水痘　12～ 13頁、69～ 71頁

　2014 年 10 月に水痘ワクチンが定期接種にな

り、水痘発生報告は激減している。1歳になった

らMRワクチンと一緒に 1回目を接種、6か月以

上空けて 3歳までに 2回目を接種という方式が多

い。2016 年 3月には、50歳以上に対して帯状疱

疹の予防という効能効果が追加された（図 11）。

　日本脳炎　12～ 13頁、71～ 75頁

　2005 年 5月に突然、日本脳炎ワクチンの積極

的勧奨差し控えが通知され、事実上の中止となっ

た。乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが開発され、

2010 年度から積極的勧奨が再開となった。接種

機会のなかった特例対象者（1995 年 4月 2日～

2007 年 4月 1日生まれ）は 20 歳未満まで定期

接種とするとされ、また、2007 年 4 月 2 日～

2009 年 10 月 1日生まれの者は第 1期、第 2期

の対象年齢内であれば定期接種可能とされている

（図 12）。日本脳炎ワクチン接種の途中中断者を
母子手帳予防接種記録欄で確認した際には、こち

らから母親に声掛けを行い、多少遅れてもかまわ

ないので計 4回の接種を完遂できるように勧め

たい。2016 年 2月には日本小児科学会が、標準

接種年齢の 3歳になる前から日本脳炎ワクチン

の早期接種を勧奨（3歳未満では接種量 0.25ml）

し、2016 年 4月には北海道でも日本脳炎が定期

接種化された。日本脳炎ワクチンはアジアなどに

渡航する際には接種すべきワクチンでもあり、依

然として重要なワクチンである（図 13）。

　ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症

　　14～ 15頁、76～ 79頁

　ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンと同時期に

図 9
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子宮頸がんを防ぐワクチンとして大きく取り上げ

られ、定期接種化された。ところが、接種後にワ

クチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛

などがみられ、2013 年 6月に厚生科学審議会予

防接種・ワクチン分科会副反応検討部会では「国

民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種

を積極的に勧奨すべきでない」と一時差し控えが

決定し、この状況が今も続いている。一方、関連

する 17学会は、子宮頸がん予防の観点からHPV

ワクチンの積極的な接種を推奨するという声明を

出している。

　B類疾病：努力義務は課されていない

　季節性インフルエンザ 高齢者の肺炎球菌感染症

　　14～ 15頁、79～ 83頁

　インフルエンザは 65 歳以上の高齢者や 60 歳

以上で心臓・腎臓などの重度疾患を有する者が対

象で毎年 1回の接種が勧められる。高齢者の肺

炎球菌感染症に対するワクチンは 23価肺炎球菌

莢膜ポリサッカライドワクチンで、原則として 1

回接種である。すでに 1回接種した者は定期接

種としては接種できない。

　定期接種の実際

　ガイドラインに記載されており、且つ、予防接

種を行う場合に意識しておいた方がよいと思われ

る事項を筆者の個人的な判断で抜粋した。

・ワクチンは温度計で記録ができる冷蔵庫に貯蔵

　する（図 14）。
・ 医師は接種の可否を決定し、署名は直筆で行う。

　親族など適切な人が同伴していれば代行可能で

　あるが、保護者からの委任状を求める（図 15）。
・急性疾患であっても軽症と判断できる場合、接

　種は可能。風疹などの生ワクチンでは接種後 2

　か月は避妊が必要。妊婦のいる家庭の小児に接

　種してもよい（図 16）。
・同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行う

　ことが可能（図 17）。
・白血病など長期にわたって療養が必要であった

　場合、回復してから 2年以内は定期接種の対

　象となる。対象となる期間は、四種混合では

　15歳、結核では 4歳、ヒブ感染症では 10歳、

　肺炎球菌感染症では 6歳になるまでの間。

・保護者の里帰りなど居住地で定期接種を受ける

　事が困難な場合、次のような配慮をする。居住

　地以外の医療機関と委託契約をする。居住地の

　市町村長から里帰り先の市町村長へ予防接種の

図 13 図 14

図 15
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　実施を依頼する。事前に申請を受けて償還払い

　をする（図 18）。
・市町村長は、誤った用法用量で接種した、期限

　の切れたワクチンを接種した、などの間違いを

　把握した場合、都道府県を経由して、速やかに

　厚生労働省に報告する。平成 27年度の報告は

　6,168 件あり、接種間隔の間違いが 2,991 件

　（48.5%）と最も多かった（「平成 29 年度予防

　接種従事者研修会」資料）。

・医療機関は、副反応疑いを診断した場合、速や

　かに医薬品医療機器総合機構（PMDA）に様式

　1 ま た は 様 式 2 で FAX す る（FAX 番 号

　0120-176-146）（図 19）。
・アナフィラキシーは通常 30 分以内に起こるこ

　とが多いので、接種後 30分以内は、接種施設

　で接種を受けた者の状況を観察する（図 20）。

３　任意接種について知っておきたい点
　任意接種の一覧表は94～95頁にまとめてある。

　季節性インフルエンザ

　定期接種 B類疾病の対象者以外は任意接種で

ある。添付文書では接種量は生後 6か月～ 3歳

未満は 0.25ml、3 歳以上は 0.5ml、13 歳未満

は 2回接種で接種間隔は 2～ 4週間であり、13

歳以上は 1回または 2回接種となっている。北

里第一三共のインフルエンザワクチンは 1歳以
図 16

図 17

図 18 図 20

図 19
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上で使用となっている。現行のスピリットワクチ

ンは基礎免疫のある宿主へのブースターワクチン

としては効果があるが、インフルエンザに罹患し

たことのない乳幼児では基礎免疫の獲得効果は乏

しい。また、9歳以上の学童では 1回接種で血中

HI 抗体価が十分に上昇し、2回接種してもこれ

以上の上昇は得られないとされる。下関市小児科

医会では、以前から小学校 4年生以上のインフ

ルエンザワクチンは 1回接種でよいとしている。

　おたふくかぜ　86頁

　1歳以上で接種できるが、1回接種では罹患す

ることがあり 2回接種が推奨され、MRワクチン

と同じスケジュールで実施している施設もある。

ワクチン株による無菌性髄膜炎が2,000接種に 1

回程度で発生する点が難点で、定期接種化に向け

て審議が継続されている。日本耳鼻咽喉科学会が

ムンプス難聴の大規模調査を行い、2年間で 348

人を集計、300人近くに後遺症（16人が両側難聴）

が残ったとしている。おたふくかぜワクチンの早

期定期接種化を目指して小児科学会とともに行政

に要望していくとホームページに載せている（図
21）。

　ロタウイルス感染症　87～ 88頁

　このワクチン開始後、ロタウイルス感染症の入

院はかなり減少、特に接種を受けた乳幼児はほと

んど入院しなくなった。一方、年齢的にワクチン

を受けられなかった就学前の幼児やロタウイルス

感染症未罹患の学童の入院例が散見される。ロタ

ウイルスワクチン接種後に、頻度は非常に低いが

腸重積を起こすことがあると言われており、嘔吐、

血便などが出現した場合はすぐに医療機関を受診

するように説明が必要である。任意接種の中でも

26,000 円余りかかる高価なワクチンであり、県

内では宇部市、岩国市は公的助成を行っている

（図 22）。

　破傷風　91～ 92頁

　三種混合ワクチンは 1968 年に開始されてお

り、それ以前に生まれた人（現在 49歳以上）は

破傷風に対する免疫を持っていない。破傷風は自

然感染によって抗体を獲得できない。ワクチンに

よる免疫がなければ、外傷による破傷風菌の侵入

で発症する可能性があり、外傷を受けた患者は、

予防接種歴と傷の状態に応じて破傷風ワクチン

（沈降破傷風トキソイド）の接種を受けなければ

ならない。破傷風を起こす可能性の高い傷とは、

土壌で汚染された深い挫滅傷である（図 23）。

　A 型肝炎　87頁

　A型肝炎は国内で年間 300 例程度発症してお

り、牡蠣などの魚介類を介した経口感染である。

図 24に示すように、日本では 50 歳未満の人は
血清抗体をほとんど保有していない。アジア、ア

フリカなど高流行地に行く際は必ずワクチン接

種を受けるべきである。WHOは 1歳以上でワク

チン接種を推奨しており、2～ 4週間隔で 2回、

図 21

図 22
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初回接種後 24 週で 1回追加接種、0.5ml を皮下

あるいは筋肉内に接種する。

　狂犬病　89～ 90頁

　犬だけでなくすべての哺乳動物が罹患する疾患

であり、国外で動物からの咬傷によって人に感染

すると治療法はなく 100% 死亡する。日本国内

では 1957 年以降、人にも動物にも発症していな

い。暴露前 3回、暴露後 6回、各 1.0ml を皮下

接種する。小児も成人も同量である。ゼラチンを

含有しており、ゼラチンアレルギーの人は注意が

必要である。

　髄膜炎菌感染症　92頁

　流行性脳脊髄膜炎は髄膜炎菌による細菌性髄膜

炎であり、世界的に常在し、5歳以下の小児に多

い。わが国では稀である。アフリカなどの好発地

への渡航やアメリカの高校や大学に留学し寮に入

るような場合には髄膜炎菌ワクチン接種を求めら

れる。2015年5月から国内でもこのワクチン（メ

ナクトラ）が任意接種可能となった。2歳～ 55

歳が対象で、1回 0.5ml 筋肉内接種である。

　黄熱　88～ 89頁

　西アフリカや南米でネッタイシマカが媒介する

感染症である。これらの流行している国に入国す

る際には、接種証明書（イエローカード）の提示

を求められる。弱毒生ワクチンが検疫所で接種さ

れている。9か月未満の乳児には接種できない。

このワクチンは鶏卵由来でゼラチンも含まれてい

るので、ゼラチンアレルギーのある人は注意が必

要である（図 25）。

　予防接種要注意者の考え方について、関連各学

会の見解を受け、本ガイドライン検討委員会から

の情報提供として 96 ～ 104 頁にまとめて記載

されている。注意が必要な人に接種を行う場合に

は、一読された方がよいと思われる。

　最後に

　予防接種ガイドライン 2017 年度版は、現時点

で参照すべき原本ではある。しかし、日本の予防

接種制度において改めて欲しい点はまだ多く残さ

れており、本ガイドラインにおいても、今後改訂

される箇所は少なくないと思われる。
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